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区のおしらせ

No.1431

令和２年（2020年）

6/1

ソーシャル ディスタンス
（適切な距離）を保ちましょう

　新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止に留意しつつ、簡素な
仕組みで迅速かつ的確に家計への
支援を行うことを目的に、特別定
額給付金を支給します。
支給対象者

　基準日（令和２年４月27日）にお
いて、住民基本台帳に記録されて
いる区民
支給額

　対象者１人につき10万円
申請方法
郵送による申請
　特別定額給付金の受給権を有す

る方（世帯主）宛てに、申請書およ
び申請方法などを記載した案内書、
返信用封筒を順次郵送しています。
　申請書がお手元に届きましたら、
案内書を参考に世帯主（申請・受
給者）および世帯員の氏名を確認
するとともに、振込先の口座番号
など必要事項を記入し、本人確認
書類や通帳の写しなどを添付の上、
返信用封筒で返送してください。
オンライン申請（マイナンバーカ
ードを所持されている方が利用で
きます）
　マイナポータルサイトの「ぴっ

たりサービス」にある特別定額給
付金の申請画面から申請してくだ
さい。
◎ 振込先口座の入力および振込先

口座の確認書類のアップロード
が必要です。

◎ オンライン申請の場合、電子署
名により本人確認を実施するた
め、本人確認書類は不要です。
申請受付期限日

　８月21日（金）まで
支給時期

　給付金の申請書をご提出いただ
いた後、順次振り込みます。

◎ 特別定額給付金については、区
のホームページでもお知らせし
ています。

◎ 区役所から電話で口座番号を問
い合わせたり、ATM（現金自動
預払機）の操作を依頼したりす
ることは絶対にありません。給
付金を装った振り込め詐欺にご
注意ください。

逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　 中央区特別定額給付金コールセ

ンター
　☎（６２８１）５０７１

　新型コロナウィルス感染症の影
響を受けている子育て世帯の生活
を支援するため、児童手当を受給
する世帯に対し、臨時特別給付金
を支給します。
支給対象者

① 令和２年３月31日時点で区内在
住の令和２年４月分の児童手当
受給者

② 令和２年２月29日時点で区内在

住の令和２年３月分の児童手当
受給者（令和２年３月まで中学
生だった児童などがいる方）

◎ 特例給付受給者（児童１人につ
き月額5,000円受給している方）
は対象外です。

◎ 令和２年４月１日以降に公務員
を退職された方や中央区に転入
された方は、前勤務先や前住所
地へお問い合わせください。

　児童１人につき10,000円
申請方法
一般受給者（中央区で児童手当を
受給している方）
　申請は必要ありません。詳しくは、
６月１日以降に支給対象者へ順次
お送りする通知をご確認ください。
公務員（勤務先で児童手当を受給
している方）
　勤務先から配布される申請書に
児童手当を受給していることの証
明を受け、郵送で子育て支援課へ

申請してください。申請期間は７
月１日（水）から14日（火）までです。
支給日
一般受給者
　６月30日（火）（予定）
◎ 振込先は、児童手当の登録口座

です。
公務員
　７月31日（金）（予定）
◎ 申請が遅れた場合は、給付金の

支給が８月以降になります。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

特別定額給付金（10万円給付）の支給

❶換気の悪い
　密 閉空間

❷多くの人の
　密 集する場所

❸近距離での
　密 接した会話

引き続き、外出する場合は３つの密 が重なる場面を避け、
人と人との間隔を約２ｍ空けて行動してください。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
午前９時～午後７時（土・日曜日、祝日・休日を含む毎日）

☎（５３８８）０５６７

都の要請・指示などの措置に対する疑問や不安などについて
中央区緊急事態措置相談センター

午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日・休日を除く）
☎（６２８１）５０７０

区施設の運営状況や事務事業の実施状況などについて

◎開設期間および時間については変更する場合があります。

2ｍ 2ｍ 2ｍ 2ｍ

2ｍ 2ｍ

2ｍ 2ｍ

令和2年度子育て世帯への
臨時特別給付金の支給

ハッピー買物券2020事務局からのお知らせ
（販売場所の変更）

症状がある方はこちら
帰国者・接触者電話相談センター

受付時間 設置機関 電話番号
月～金曜日の
午前9時～午後5時

（祝日・休日を除く）
中央区保健所コー
ルセンター ☎（３５４１）５２５４

月～金曜日の
午後5時～翌午前9時 都・特別区・八王

子市・町田市合同
電話相談センター

☎（５３２０）４５９２土・日曜日、祝日・休
日の終日

　「区のおしらせ　ちゅうおう」５月１・
11日号でお知らせした「区内共通買物券

（ハッピー買物券2020）」の販売場所とし
て区役所１階臨時窓口および区内郵便局
も予定していましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を防止するため、

中止します。代わりに、販売する区の施
設を増やします。詳しくは「区のおしら
せ　ちゅうおう」６月11日号および事前
申し込みの結果通知をご確認ください。
逢ハッピー買物券2020コールセンター
　☎０５０（３８５０）７８２９

支給額

最新の情報は
区のホームページを
ご確認ください。

5月20日時点の情報に基づき作成しています。
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お
う

　今後首都圏で、マグニチュード７
クラスの直下型地震が発生するとい
われています。区では、次のような
耐震化支援を行っています。
耐震化アドバイザー制度
　耐震化に関する疑問や相談にお答
えする耐震の専門家を無料で派遣し

ます。
対象建築物
　昭和56年５月31日以前に着工され
た建築物（緊急輸送道路沿道建築物
は除く）
◎詳しくはお問い合わせください。
対　象

　対象建築物の所有者または賃借人
派遣回数
・木造建築物　３回まで
・非木造建築物　５回まで
相談内容
・�耐震診断や耐震補強工事の方法、
費用を知りたい
・�耐震化への権利者間の合意形成が
難しい
・�木造建築物の簡易耐震診断を実施
してほしい　など

耐震補強等助成制度
　建築物の耐震診断や耐震性を向上
させる補強工事などへの助成を別表
１のとおり行っています。
ご注意ください
　区役所などの関係者を装い、戸別
訪問する悪質な業者がいます。被害
に遭わないように、まずは区役所に
お問い合わせください。
逢建築課構造係
　☎（３５４６）５４５９

建築物の耐震化相談

別表1
項　目 助成金の限度額など

木
造
建
築
物

住
　
宅

簡易耐震診断 ・無料（区職員が実施します）
耐震診断・補強計画 ・診断費用の全額(限度額なし)

耐震補強工事
・工事費用の1/2(限度額　300万円)�
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯�
　工事費用の全額(限度額　300万円)

簡易補強工事�
（一部屋補強など）

・工事費用の1/2(限度額　150万円)�
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯�
　工事費用の全額(限度額　150万円)

業
務
商
業 

建
築
物

耐震診断・補強計画 ・診断費用の2/3(限度額　50万円)�
　（所有者が法人の場合は、中小企業であることなど）

木
造
建
築
物
以
外

一
　
般

住
　
宅

耐震診断 ・診断費用の全額(限度額　50万円)
補強設計 ・設計費用の全額(限度額　50万円)

耐震補強工事
・工事費用の1/2(限度額　300万円)�
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯�
　工事費用の全額(限度額　300万円)

業
務
商
業 

建
築
物

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　50万円)�
　（所有者が法人の場合は、中小企業であることなど）

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　200万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

補強設計 ・設計費用の2/3(限度額　200万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

段階的�
耐震補強工事

第一段階
・�工事費用の1/2�
(限度額　1,500万円)�
（管理組合が申請者であることなど）

第二段階
・�工事費用の1/2�
(限度額　3,000万円－第一段階の助
成額)�
（管理組合が申請者であることなど）

耐震補強工事 ・工事費用の1/2(限度額　3,000万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

項　目 助成金の限度額など

木
造
建
築
物
以
外

一
　
般

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　200万円)�
　（所有者が法人の場合は中小企業であることなど）

補強設計 ・設計費用の2/3(限度額　100万円)�
　（所有者が法人の場合は中小企業であることなど）

耐震補強工事 ・工事費用の1/2(限度額　1,500万円)�
　（所有者が法人の場合は中小企業であることなど）

緊
急
輸
送
道
路
沿
道
な
ど

住
　
宅

耐震診断 ・診断費用の全額(限度額　100万円)
補強設計 ・設計費用の全額(限度額　50万円)

耐震補強工事
・工事費用の2/3(限度額　300万円)�
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯�
　工事費用の全額(限度額　300万円)

業
務
商
業 

建
築
物

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　100万円)

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　400万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

補強設計 ・設計費用の2/3(限度額　200万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

段階的�
耐震補強工事

第一段階
・�工事費用の2/3�
(限度額　1,500万円)�
（管理組合が申請者であることなど）

第二段階
・�工事費用の2/3�
(限度額　3,000万円－第一段階の助
成額)�
（管理組合が申請者であることなど）

耐震補強工事 ・工事費用の2/3(限度額　3,000万円)�
　（管理組合が申請者であることなど）

賃
貸 

マ
ン
シ
ョ
ン

耐震診断 ・診断費用の2/3(限度額　200万円)
補強設計 ・設計費用の2/3(限度額　100万円)
耐震補強工事 ・工事費用の2/3(限度額　1,500万円)

◎助成の対象となるのは、原則として昭和56年以前に建築された建築物です。
◎特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度については区にお問い合わせください。

　福祉センターでは、障害のある方
の福祉の増進を図るため、相談・支
援事業や各種講習会の開催および施
設の提供などを行っています。
各種相談および事業
　別表２のとおり
講習・講座
　障害のある方の趣味と教養を高め
るとともに、障害に対する理解を深
め、相互の交流を図るため、陶芸、
要約筆記および手話などの講習・講
座を行っています。
◎�講習会の日程などはその都度お知
らせします。

施設の提供
会議室など
　別表３のとおり
　�平日の他、土・日曜日、夜間（日
曜日を除く）も利用できます。

浴　室
　�家庭または公衆浴場での入浴が困
難な障害のある方に、家族などの
介助により入浴できる浴室を提供
しています。
◎利用は、１人週１回です。
内職あっせん

　�自宅で内職を希望する方に装飾用
小物の製作などをあっせんしてい
ます。

ふれあい作業所
　働く意思と能力のある高齢の方や
障害のある方などにタオル・ハンカ
チの袋入れなどの仕事を提供してい
ます。
事業者の方へ
　福祉センター作業室（就労継続支
援（Ｂ型））およびふれあい作業所で
は、簡易な仕事を募集しています。
また、内職として家庭でできる仕事
も募集しています。
福祉バスの運行
　生活介護などに通所する方や講
習・講座に参加する方などを対象に、
リフト付きバスを運行しています。
逢福祉センター管理係
　☎（３５４５）９３１１
　ＦＡＸ（３５４４）０８８８
・仕事の提供について
　ふれあい作業所
　☎（３５３２）１５７７
　ＦＡＸ（３５３２）１５６８

福祉センター利用案内
別表2

事業名 利用できる方 内　容
基幹相談支援セン
ター 障害のある方、その家族など 障害に関する総合的・

専門的な相談支援

就労継続支援
（B型）

18歳以上の知的障害の
ある方

障害福祉サービスの支
給決定を受けた方

就業に必要な作業およ
び生活指導

特定相談支援 障害福祉サービスなどを利用する障害のある
方

・基本相談支援
・計画相談支援

生活介護
18歳以上で常時介護を
要する主に身体・知的
に障害のある方

障害福祉サービスの支
給決定を受けた方

・生活訓練
・社会適応訓練

地域活動支援セン
ター機能訓練フォ
ローアップ事業

65歳未満の身体に障害
のある方（ただし、言語
療法のみ65歳以上も
可）

地域生活支援サービス
の支給決定を受けた方

・機能回復訓練
　理学療法
　作業療法
　言語療法（音楽療法）
・社会適応訓練
・健康指導

高次脳機能障害者
支援事業

高次脳機能障害と診断された方または疑いの
ある方、その家族・支援者など

・�相談（個別相談、専門
相談）

・交流会
・講演会

地域活動支援セン
ターポケット中央 18歳以上で精神に障害のある方

・居場所の提供
・相談事業
・創作的活動
・精神障害者デイケア

別表3
室　名 定　員 利用できる方

第1会議室（洋室） 20人
・�区内に居住している障害のある方および保護者
・区内の障害者団体
・区内の障害者ボランティア団体

第2会議室（洋室） 30人

録音室 －

団体・ボランティア室（洋室） －
◎第1・2会議室は、合わせて50人での利用も可能です。
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区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　６月５日は「世界環境デー」です。
これは1972年にストックホルムで開
催された「国連人間環境会議」を記念
して定められたものです。日本では、
この日を「環境の日」、６月の１カ月
間を「環境月間」とし、環境について
の関心と理解を深めるとともに、環
境活動への意欲を高めるため、さま
ざまな催しが行われています。
　区では、平成30年３月に「中央区
環境行動計画2018」を策定し、望ま
しい環境像「水とみどりにかこまれ
　地球にやさしく　未来につなぐま
ち　中央区」の実現に向け、各種環

境施策を推進しています。
　特に地球温暖化対策としては、原
因となる温室効果ガスの排出を低減
するため、日々の生活や事業活動か
ら出る二酸化炭素排出量を削減する
取り組みである「中央エコアクト」の
普及や、自然エネルギー機器・省エ
ネルギー機器などの導入費助成を実
施し、区内住宅や事業所の省エネル
ギー化を促進しています。
　また、行政区域を越えた広域的な
取り組みとして、二酸化炭素の吸収
源となる森林を荒廃から守り、育て
るため、東京都西多摩郡檜原村にお

いて森林保全活動を支援する「中央
区の森」事業を推進しています。
　環境月間を機会に、皆さんも生活
と環境とのつながりについて、もう
一度理解を深め、環境に配慮した行
動を実践しましょう。
環境パネル展
　身近な環境問題、リサイクルや地
球環境問題に関するパネルを展示し
ます。
展示期間・会場
・５月29日（金）～６月11日（木）
　区役所１階ロビー
・６月13日（土）～25日（木）

　 月島区民センター１階ロビー（最
終日は午後３時まで）

・６月26日（金）～７月９日（木）
　 日本橋区民センター１階ロビー
（最終日は午後３時まで）
逢環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５６５４

　新型コロナウイルス感染症患者の
発生が都内で継続している状況（５
月19日現在）です。ごみと資源の収
集は通常通り行っていますが、収集
時間は今後の状況により、前後する
可能性があります。ごみなどは集積
所ごとに定められた時間までにお出
しください。
マスクやティッシュの捨て方
　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止を図るため、使用したマス
クや鼻をかんだティッシュなどをご
みに出す場合は、下記のとおり対応
をお願いします。
・�使用後はすぐにビニール袋などに
入れて密閉した上で、透明または
半透明の袋に入れる。
・�ごみ袋を集積所に出す際は、口を
しっかり縛る。
　収集作業員がごみの収集を安全に

継続して行えるよう、ご協力をお願
いします。

事業所から出る
ごみと資源の出し方
　事業活動に伴い排出されるごみ・
資源は、事業者自らの責任において
自己処理することが原則です。許可
を受けた業者に委託するなど、適切
な処理を行ってください。
　ただし１回に出す量が50㎏未満で、
区の定めた曜日・時間・ルールに従
って出せる場合は、区の収集を利用
できます。その際は、必ず中央区の
「事業系有料ごみ処理券（シール）」を
貼って出してください。
燃やすごみ・燃やさないごみの出
し方
　袋の大きさと同じ容量のシールを
貼って出してください。

びん・缶など、ペットボトル・
プラマーク、スプレー缶、カセ
ットコンロ用ボンベの出し方

新聞・雑誌・段ボールの出し方

　容器で出す場合は、シールは直接
容器に貼らず、ごみの上に新聞紙な
どを乗せて、中のごみ量に応じたシ
ールを貼って出してください。
資源・プラスチック製容器包装（プ
ラマーク）の出し方
　事業所から出る資源・プラマーク
の回収は有料です。
びん、缶など、ペットボトル、プラ
マーク、スプレー缶、カセットコン
ロ用ボンベ
　それぞれを別々に中身の見える袋
（透明・半透明）に入れ、袋の大きさ
に応じたシールを貼って、指定され

た曜日に出してください。
◎ 家庭用の資源回収コンテナの中に
は、入れないでください。

新聞・雑誌・段ボール
　新聞・雑誌は、高さ10㎝につき10
ℓシールを１枚貼って出してくださ
い。段ボールは、２枚につき10ℓシ
ールを１枚貼って出してください。
粗大ごみについて
　事業所から排出される粗大ごみは、
区では収集できません。許可を受け
た処理業者へ依頼してください。
逢中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

ごみと資源の出し方

　たとえ万全の注意を払っていても、
いつどこで交通事故に巻き込まれる
かは分かりません。事故により多額
の費用を請求されるケースもありま
す。予期できないトラブルに備え、
日頃から自転車の点検整備を行い、
自転車保険には必ず加入しましょう。
ＴＳマーク取得費用の助成
　ＴＳマークとは、自転車安全整備
士が点検および整備した普通自転車
に貼付されるもので、このマークに
は付帯保険として傷害保険と賠償責
任保険が付いています。
◎ 普通自転車の点検および整備は有
料となり、自転車の状態や整備店
により金額は異なります。
対　象
　区内の自転車安全整備店（別表１）
でＴＳマークを取得した区内在住者
助成額
　1,000円
申請方法
　以下の①～⑤を受付場所に持参、
または、①～④を環境政策課交通対

策係宛てに郵送する。
①�ＴＳマーク付帯保険加入書（控え）
のコピー
②�中央区ＴＳマーク取得費用助成金
交付申請書
③�中央区ＴＳマーク交付請求書兼口
座振替依頼書
④�口座情報を確認できるもの（通帳
のコピーなど）
⑤�印鑑（浸透印は不可）
受付場所
・�区役所７階環境政策課交通対策係
・�駐輪場管理室（築地市場駅地下、浜
町公園地下、月島駅地下、勝どき駅
地下、人形町二丁目地下の５カ所）
申請期限
　ＴＳマーク加入書に記載の点検整
備の日から１年間
付帯保険の内容
　別表２のとおり
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　環境政策課交通対策係
　☎（３５４６）５４４３

別表1 5月19日現在
No 店舗名 所在地 電話番号
1 関口車販（株） 京橋2－17－11 ☎（3564）0088
2 東洋物産輪業 銀座1－21－17 ☎（3538）7618
3 ドン・キホーテ　銀座本館 銀座8－10　銀座ナイン３号館 ☎（6215）9688
4 （有）松山自転車店 湊2－3－4 ☎（3551）3860
5 （有）竹田輪業 築地2－11－2 ☎（3541）6354
6 曽根輪業 築地6－16－5 ☎（3541）9228
7 （株）小林商会 新川2－6－1 ☎（3551）9980
8 （資）杉山モータース 日本橋室町4－1－8 ☎（3241）2079
9 自転車や　りんりん中央店 月島3－11－4 ☎（3520）8981
10 サイクルショップ　ルナ 月島1－20－10 ☎（3536）5323
11 小川サイクル 月島3－13－7 ☎（3531）0507

別表2

種　別
補償内容

損害内容 青　色 赤　色

傷害補償
死亡・重度後遺障害（1～4級） 一律　30万円 一律　100万円
入院加療15日以上の傷害 一律     1万円 一律      10万円

賠償責任補償 死亡・重度後遺障害（1～7級） 限度額　1,000万円 限度額     1億円
被害者見舞金 入院加療15日以上の傷害 － 一律      10万円

ＴＳマーク取得費用の助成

６月は環境月間 ～ゴミ分別  未来が変わる  その一歩～

資源 燃やす
ごみ

燃やさ
ない
ごみ
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助成対象
　区内在住の禁煙を希望する方で、
健康保険が適用される禁煙外来での
治療に要する医療費
定　員

　60人（先着順）
助成額

　自己負担額（上限１万円）
手続き方法

　治療前に「禁煙外来医療費助成登
録決定通知書」の交付を受ける必要
がありますので、事前に中央区保健
所、日本橋・月島保健センターで手

続きをしてください。また、禁煙治
療終了後、１年以内に中央区保健所、
日本橋・月島保健センターで費用助
成の手続きをしてください。
禁煙治療の概要

条　件
① ニコチン依存度テストで５点以上
② １日の平均喫煙本数×これまでの

喫煙年数＝200以上（34歳以下はこ
の条件は不要）

③ １カ月以内に禁煙を始めたいと思
っている

④ 禁煙治療を受けることに文書で同

意している
◎ 健康保険などで禁煙治療を受けら

れない医療機関もあります。
費用など
　一般的には計５回の診察で自己負
担額は13,000円～20,000円程度（処方
薬代含む）
受動喫煙の害

　たばこの煙には4,000種類以上の
化学物質が存在し、その中の60種類
以上の物質については発がん性が指
摘されています。喫煙は喫煙者本人
ばかりでなく周囲の非喫煙者の健康
にも悪影響を与えます。喫煙による
健康への影響は、心臓血管疾患、呼
吸器系疾患、がんなどがあります。
特に、がんのリスクはさまざまな部
位で、例えば、肺がんのリスクは

4.5倍と非喫煙者と比べ高いことが
分かっています。
禁煙にチャレンジしてみましょう

　禁煙外来では医師や看護師からの
力強いサポートを受けながら禁煙に
取り組むことができ、自力での禁煙
に比べても禁煙率が高まることも示
されています。
　禁煙に失敗した経験のある方、な
かなか一歩踏み出せない方など、こ
の機会に禁煙にチャレンジしてみま
せんか。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０
　日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

　外見の変化を伴うがん治療中の方
の就労などの社会参加を応援するた
め、ウィッグ（かつら）や胸部補整具
の購入費用の一部を助成します。
対　象
　次の全ての要件に該当する方
・ 申請時、中央区に住民登録のある

方
・がん治療中の方
・ がんの治療に伴う脱毛や乳房の切

除などにより、ウィッグや胸部補
整具を必要とする方

・ 本事業において助成金の交付を受
けたことがない方、また、他の法
令などに基づく同種の助成などを

受けたことがない方
助成対象品
・ ウィッグ（かつら）（ウィッグ装着

時に必要なネットを含む）
・胸部補整具
助成金額
　購入費用の半額（上限３万円、消
費税を含む）
申請方法
　助成対象品を購入した日の翌日か
ら１年以内に、必要書類を揃えて中
央区保健所へ郵送してください。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

　身体障害者手帳（聴覚障害）の交付
対象とならない中等度難聴児に対し、
補聴器購入費用の一部を助成します。
対　象
　区内在住の18歳未満の児童で、次
の要件を全て満たす方
・ 身体障害者手帳（聴覚障害）交付の

対象となる聴力ではない方
・ 両耳の聴力レベルがおおむね30デ

シベル以上であり、補聴器の装用
により、言語の習得などの一定の

効果が期待できると医師が判断す
る方

◎ 既に購入された商品については助
成対象となりませんのでご注意く
ださい。

◎ 所得要件があります。申し込み方
法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
逢障害者福祉課相談支援係
　☎（３５４６）６０３２
　FAX（３５４４）０５０５

年金特別徴収とは
　公的年金を受けている方の納税の
便宜を図る目的で、公的年金を支給
する際に個人住民税（特別区民税・
都民税）を差し引いて行う徴収のこ
とです。
対　象
　個人住民税の納税義務者のうち、
前年中に公的年金などを受給してい
る方で、当該年度の初日（４月１日）
に老齢基礎年金などを受給している
65歳以上の方
　ただし、次に該当する方は対象に
なりません。
・ 年金収入のみの方（65歳以上）で公

的年金所得だけでは非課税となる
方（例えば単身の方は年金収入額
155万円以下、配偶者を扶養にし
ている方は、年金収入額211万円
以下の方）

・ 公的年金から差し引く住民税額が
老齢基礎年金額を超える方

・ 中央区で介護保険の特別徴収対象
被保険者でない方

・ 配当割控除額または株式等譲渡所
得割控除額が均等割額以上ある方

◎ 対象となる年金は老齢基礎年金な
どの、老齢または退職を支給事由
とする公的年金です。

◎ 特別徴収の対象税額は、前年中の
公的年金所得に係る個人住民税の
所得割額および均等割額となります。

年金仮徴収

禁煙外来医療費助成

年金特別徴収を中止し、普通徴収に
変更をして納付書によって納めてい
ただく場合や、多く徴収している仮
徴収税額の一部または全部をお返し
する場合があります。
　計算結果は、６月10日（水）に発送
する「特別区民税･都民税納税通知
書」に記載していますので、ご確認
ください。
納税通知書記載内容
　納税通知書に記載をする内容は次
のとおりです。
・ 本年度特別徴収税額（仮徴収分４・

６・８月徴収分と本徴収分10・

12・２月徴収分）
・ 翌年度仮徴収額（翌年４・６・８

月徴収分）
・ 普通徴収税額（公的年金に係る特

別徴収税額以外の普通徴収税額ま
たは年金特別徴収初年度の普通徴
収税額）

・給与から特別徴収される税額
◎ 令和２年度の住民税が仮徴収分を

下回っている場合は、別途還付通
知書をお送りしますので、ご了承
ください。

逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

　令和元年度における年金からの特
別徴収は、２月分まで行いました。
その後、年金特別徴収額の６分の１
の額を１回分として４・６・８月分
の徴収額とする仮徴収制度が始まっ
ています。
　ただし、この金額はあくまでも仮
に設定されていますので、令和２年
度の住民税額を決定する６月に、決
定した税額との調整を行い、その上
で本徴収を実施します。
　なお、税額の計算結果によっては

特別区民税･都民税納税通知書記載イメージ

年金特別徴収　令和2年度（次年度）
例　年税額 36,000円　の場合

年金特別徴収　令和元年度（初年度）
例　年税額 60,000円　の場合

普通徴収（個人納付） 特別徴収（本徴収）

6月 8月 10月 12月 2月

年金特別徴収税額の 
2分の1を

2回に分けて
各納期ごとに個人納付

年金特別徴収税額の
2分の1を3回に分けて

年金から特別徴収

15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度分の
年金特別徴収税額の6分の1を

1回分として
4月、6月、8月の3回で

年金から特別徴収

年金特別徴収税額から
仮徴収を差し引いた残りを
10月、12月、2月の3回で

年金から特別徴収

10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円

普通徴収
期別 納期限 納付税額（円）

年金特別徴収（今年度徴収分）
回数 納期限 納付税額（円）
第1回 令和2年　 4月分 10 000
第2回 令和2年　 6月分 10 000
第3回 令和2年　 8月分 10 000
第4回 令和2年　10月分 2 000
第5回 令和2年　12月分 2 000
第6回 令和3年　 2月分 2 000
年金特別徴収（翌年度仮徴収分）
回数 納期限 納付税額（円）
第1回 令和3年　 4月分 6 000
第2回 令和3年　 6月分 6 000
第3回 令和3年　 8月分 6 000

納
税
通
知
書
で
は
左
の
図
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

公的年金からの特別徴収は、公的年金受給者の納税の利便や市
区町村における徴収の効率化を図る観点から行われています。

引き続き前年度から年金
特別徴収となる場合、納
付額はありません。他に
普通徴収税額がある場
合や年金特別徴収初年
度の場合は表示されます。

翌年度に年金支給額から
仮徴収を行う金額を表示
しています。この金額は
前年度分の年金特別徴
収税額を６等分した額に
なります。

年金特別徴収のうち、
10月支給分以後の本徴
収税額を表示しています。

年金特別徴収のうち、４
月支給分以後の仮徴収
金額を表示しています。

中等度難聴児発達支援事業
（補聴器購入費助成）

がん患者のウィッグや胸部補整具等
購入費用の助成

個人住民税の公的年金からの
特別徴収制度
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令和２年（2020年）6月1日（月曜日） No.１４３１区のおしらせ 6 月 1 日号

　令和２年度国民健康保険料の納入
通知書を６月中旬に全加入世帯へ郵
送します。保険料は、確定した前年
中の所得をもとに計算します（別表
１のとおり）。
均等割額軽減制度
　世帯の所得が一定以下の場合は、
保険料の均等割額が軽減されます
（別表２のとおり）�。
納付方法
　保険料の支払いは、６月から翌年
３月までの10回割です。
　通知書には、各月納期分の納付書
と、１年間分の全納用納付書を付け
ています。一括で納付できる方は、
ご協力ください。
◎�コンビニエンスストアでも納付で
きます。
納付方法が年金からの天引きの方
　２カ月に一度の年金受給月に保険
料を天引きします。対象は、次の条
件を全て満たす世帯です。
・世帯主が国保被保険者
・世帯全員が65～74歳
・�世帯主が年間180,000円以上の年
金を受給し、国民健康保険料と介
護保険料の合算額が年金受給額の

２分の１以下
口座振替による納付方法への変更
　年金からの天引きとなる世帯も、
申請により口座振替による納付に変
更することができます。
会社などの健康保険に加入していた
方の旧被扶養者への保険料負担軽減
措置
　会社などの健康保険に加入してい
た方が後期高齢者医療制度に移行す
ることに伴い、その方の扶養となっ
ていた方（旧被扶養者）が新たに国民
健康保険へ加入された場合には、申
請により保険料の所得割額を免除し、
均等割額を資格取得月以後２年を経
過する月まで半額にする減免措置が
あります。
◎65歳以上の方に限ります。
所得申告
　一定の所得以下の世帯では、保険
料が減額になる場合もありますので、
世帯の中で前年中の所得の申告をし
ていない方がいる場合は、収入の有
無にかかわらず、お早めに所得の申
告をしてください。
逢保険年金課資格係
　☎（３５４６）５３６２

　区内に在住、在勤、在学の皆さん
から区政に対する提案をいただき、
その内容を区政に生かしていく制度
です。皆さんからの独創的なアイデ
アをお待ちしています。
提案できる方
　満18歳以上で、次のいずれかに該
当する方
（１）区内に住所を有する方
（２）�区内に存する事務所または事業

所に勤務する方
（３）区内に存する学校に在学する方
◎�区議会議員および区職員などは除
きます。
提案の内容
　提案は、創意工夫に基づく建設的
な内容で、かつ、具体的妥当性を有
する、次のいずれかに該当するもの
とします。
（１）区民福祉の向上に関すること
（２）�行政のサービス水準の向上に関

すること
（３）公益上有効なものであること
提案の方法
　次のいずれかの方法により行って
ください。
（１）�専用の提案書に記載し、専用封筒

で広報課へ郵送または持参する

◎�提案書および専用封筒は、区役所
２階広報課、日本橋・月島特別出
張所の他、区施設で配布していま
す。なお、提案書は区のホームペ
ージからダウンロードすることも
できます。

（２）�区のホームページから専用入力
フォームを利用して投稿する

◎�必要事項の記載漏れがある場合は
提案として受け付けできません。
提案できない内容
　次のいずれかに該当するものは、
提案として受け付けできません。
（１）�特定の個人または団体を誹謗中

傷するもの
（２）�国際情勢、社会情勢・国政など

に関するもの
（３）営利を目的とするもの
（４）宗教、思想などに関するもの
（５）匿名によるもの
（６）�（１）～（５）に掲げるものの他、

区長が不適当と認めるもの
提案検討結果の公表
　いただいた提案は、実現の可能性、
既存事業との関係性、費用対効果、効
率性などの調査検討をし、その結果
を区のホームページおよび「区のおし
らせ　ちゅうおう」で公表しますが、

提案者への個別回答はいたしません。
令和元年度区政への提案結果
　令和元年度は、「区政への提案」に
27件お寄せいただき、３件について
提案に対する検討を行いました。そ
の他の７件は匿名などの理由で不受
理、17件は区への意見・要望である
ことから「区長への手紙」として回答
いたしました。

寄せられた提案の要旨
たたかう東京・江戸文化の街へ
提案の内容
　江戸時代にあった伝馬町牢屋敷、
元吉原大門、武家屋敷などを跡地に
復元し、観光ルートとする。
調査検討結果
　ご提案の歴史的建造物については、
遺跡および当該建造物の位置・規
模・形式・意匠・材質・工法などに
関して十分な根拠を持つ資料が少な
く、正確性を持った再現が困難です。
そのため、ご提案については採用で
きませんが、区内の観光ルートづく
りについては、今後とも積極的に取
り組んでまいります。
養育費不払い問題への対応
提案の内容
　養育費の不払い分を区が補

ほ
填
てん
する

事業を開始し、子どもの権利を守る。
調査検討結果
　養育費支援を行うに当たっては、
私人間の問題に対する支援について

の整理、プライバシーに関わる個人
情報の取り扱い、人材の確保などさ
まざまな課題があることから、国の
養育費立て替え制度創設への取り組
みを注視していきたいと存じます。
　なお、2020年４月、改正民事執行
法の施行により、債務者の預貯金な
どに関する情報が裁判所を通じて得
られるようになったことから、相談
の際には、養育費の取り決めを公正
証書などの文書で行うようにご案内
をするとともに、パンフレットなど
でも積極的に広報してまいります。
　以上のことから、現時点ではご提
案について採用できません。
お一人様でも安心して旅立てる区に
提案の内容
　生前に書類と費用を区に納め、死
亡した際に必要な諸手続きを区が代
行する。
調査検討結果
　葬儀などの事前準備として、事前
に区へ各種書類と費用・財産を納め
るような仕組みは、お預かりした書
類の情報や財産の長期にわたる保管、
逐次、定期的な内容の更新など課題
が多く、ご提案の採用は困難です。
　区では、弁護士などによる専門相
談やいわゆる死後事務の委任契約が
利用できるサービスをご案内してい
ます。
逢広報課広聴係
　☎（３５４６）５２２２

　生活習慣病の受診歴がある方で治
療中断が確認された対象の方へ、７
月以降に受診勧奨の案内を郵送しま
す。
糖尿病性腎症重症化予防事業
　保健師、管理栄養士などの専門職
による、食事や運動などの生活習慣
病を改善するための相談支援を行い
ます。６月以降に対象の方へ郵送で
ご案内します。

受診行動適正化指導事業（訪問健康
相談）
　複数の病院でもらった薬の影響、
重複・頻回受診の確認、療養の仕方、
医療機関や福祉サービスの利用方法
などについて、保健師などの専門職
が相談や助言を行います。７月以降
に対象の方へ郵送でご案内します。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

区政への提案をお待ちしています

別表2　
軽減割合 軽減判定基準
7割 世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が�

330,000円以下
5割 世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が�

330,000円＋（285,000円×加入者数）以下
2割 世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が�

330,000円＋（520,000円×加入者数）以下
◎加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
◎�軽減判定は、令和2年4月1日（令和2年4月2日以降に新規加入した世帯は、資格
取得日）時点の世帯状況により行います。

別表1　
基礎分保険料（加入者全員の方が納める保険料）

限度額は
世帯で
630,000
円

均等割額 �１人当たり�39,900円×加入者数
＋

所得割額 �加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0714

後期高齢者支援金分保険料（加入者全員の方が納める保険料）
限度額は
世帯で
190,000
円

均等割額 �１人当たり�12,900円×加入者数
＋

所得割額 �加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0229

介護分保険料（40～64歳の方が納める保険料）
限度額は
世帯で
170,000
円

均等割額 �１人当たり�15,600円×第２号被保険者数（※）
＋

所得割額 �第２号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額�×0.0134
（※）第２号被保険者：40～64歳の方
なお、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めて
いただきます。
◎�賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならび
に株式･長期（短期）譲渡所得金額などの合計から、基礎控除330,000円を控除し
た額（雑損失の繰越控除は適用しません）のことです。

合
計
額
が
１
年
間
の
保
険
料

令和２年度
国民健康保険料納入通知書の送付

「データヘルス計画」保健事業の実施
中央区国民健康保険

　区では国民健康保険に加入されて
いる方を対象に、健康寿命の延伸や
生活習慣病重症化予防対策として、
レセプト（診療報酬明細書）データと
特定健診結果などを分析し、健康に
関わる保健事業を実施します。ぜひ

ご活用ください。
　なお、委託先の保健師などから電
話で参加の案内、受診の確認などの
連絡をさせていただく場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。
生活習慣病治療中断者受診勧奨事業
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No.１４３１区のおしらせ 6 月 1 日号令和２年（2020年）6月1日（月曜日）

(6) 中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休
日、年末年始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・
日曜日　AM10：00～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

保健・医療・福祉
特定健診・がん検診
亜�40歳以上の区内在住者
阿�４・５月生まれの方へ「がん検診
等受診券」を６月下旬ごろ発送し
ます。
挨�無料（ただし、精密検査および検
診内容以外の検査は受診者負担）
◎�誕生月が６月以降の方で、早めの
受診を希望される方はご連絡くだ

さい。
◎�「区のおしらせ　ちゅうおう」４月
21日号に掲載した乳がん・子宮が
ん検診について、受診券の発送時
期および受診期間に変更がありま
した。詳しくは区のホームページ
「がん検診・肝炎ウイルス」をご覧
ください。
逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７
茜�https://www.city.chuo.lg.jp/
kenko/kenko/gan/index.html

東京都予防医学協会での
乳がん検診
［日時など］
　別表３のとおり
◎�受付時間は指定されます。日時の
変更は受診券到着後に検査機関に
直接ご連絡ください。
亜�①区内在住の36歳以上（昭和60年
３月31日以前に生まれた方）の女
性で４月１日から令和３年３月31
日の間に誕生日に達して偶数歳に

なる方
�②�昨年度受診されていない奇数歳の
方
阿�問診・視触診・マンモグラフィ（乳
房エックス線）検査
愛�別表３のとおり（先着順）
挨�無料（精密検査および検診内容以
外の検査は受診者負担）
姶�６月１日（月）午前８時30分から福
祉保健部管理課保健係に電話で申
し込む。

［申し込み上の注意］

認知症サポート電話
　保健師やソーシャルワーカーなど
の専門職員が、認知症ではないかと
思い悩んでいるご本人や、認知症の
方を介護されているご家族のさまざ
まな悩みについての相談を、電話で
お受けします。匿名でも構いません。
必要に応じて、自宅にお伺いするこ

ともできます。
［電話相談］
　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前８時30分～午後５時
挨�無料
［相談専用電話］
　☎（３５４６）５２８６
逢�介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５３７９

若年期からの
生活習慣病予防事業
30・35（サンマル・サンGO!）健
康チェック
　生涯にわたり健康な生活を送るた
め、30歳と35歳の方を対象として、
生活習慣病予防の健康教育と健康診
断を併せて行う「30・35（サンマル・
サンGO!）健康チェック」を実施し
ています。対象の方には、個別に通
知します。
ママの健康チェック

　産後の母親の健康維持やご家族の
健康づくりのため、生後４カ月から
１歳未満のお子さんを持つ母親を対
象に、健康教育と健康診断を併せて
行う「ママの健康チェック」を実施し
ています。
共　通
［日時など］
　別表１のとおり
◎�詳しくはお問い合わせください。
逢�中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０

別表1
30･35健康チェック

（サンマル･サンGO!健康チェック） ママの健康チェック

実施日
9月25日（金）、10月30日（金）、11月27日（金）、令和3年1月22日（金）、�
2月26日（金）、3月26日（金）
◎いずれも、全ての実施日に申し込み可能です。

受付時間
①午前8時45分　②午前9時
③午前9時15分
◎所要時間は2時間30分程度です。

①午後1時15分　②午後1時30分
③午後1時45分
◎所要時間は2時間30分程度です。

会　場 中央区保健所

対　象 別表2のとおり
生後4カ月から1歳未満のお子さんの
母親（1年以内に健診を受けた方を除く）
◎�令和２年度中に１歳になるお子さん
の母親も対象です。

内　容
健康教育（食生活、お口の健康、心の
健康、運動の実技）

健康教育（食生活、お口の健康、プレ
更年期、運動の実技）

問診・測定など（身長、体重、腹囲、血圧、骨密度）、血液検査、尿検査
定　員 45人（先着順） 35人（先着順）

託　児 託児付き（定員あり・予約制）
①�生後4カ月から1歳未満のお子さん
は検査時のみ託児付き

②�1歳以上のご兄姉（定員あり・予約
制）

費　用 無料 1,000円

申し込み
方法

電話で申し込む。
◎【前期】は現在予約受付中です。
◎【中・後期】は8月24日（月）から予約の受け付けを開始します。

別表2
通知時期 35歳の対象者 30歳の対象者

前期 4月中旬 昭和59年4月1日～
昭和59年7月31日生

平成元年4月1日～
平成元年7月31日生

中期
8月中旬

昭和59年8月1日～
昭和59年11月30日生

平成元年8月1日～
平成元年11月30日生

後期 昭和59年12月1日～
昭和60年3月31日生

平成元年12月1日～
平成2年3月31日生

別表3

日　程
8月1日（土）～12月25日（金）

月～金曜日
（祝日・休日を除く）

土曜日
（第2・4土曜日を除く）

定　員
午前 9時～11時 1人 1人
午後 1時～3時 1人

会　場 東京都予防医学協会（市ヶ谷駅下車）新宿区市谷砂土原町1－2

福祉体験講座
　中央区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センターでは、講師ボ
ランティアの協力のもと、ボランテ
ィア活動や地域福祉活動に関心のあ
る区内の学校、企業、団体などに出
向き、福祉体験講座を実施していま
す。
［福祉入門］
　「福祉とは」「ボランティアとは」
など、基本的な内容を学びます。障
害のある方が講師になり、体験談を
お話ししていただくこともできます。
［アイマスク体験］
　アイマスクを着用し、視覚障害者
の日常生活について考えます。ゴー
ルボールなど、障害者スポーツの簡
単な体験もできます。
［車いす体験］
　車いすを押すことと、乗ることの
両方を体験し、バリアフリーについ
て考えます。使用にあたっての注意
事項や操作方法を学ぶことができま
す。
［シニア体験］
　おおむね80歳の身体状況を体験で
きる装具を着用し、高齢者の日常生
活・食事・歩行の疑似体験を行いま
す。
［手話体験］
　聴覚障害のある方や手話通訳者と
手話でコミュニケーションを取りな

がら、基本的なあいさつや指文字な
どを学びます。
［点字体験］
　「見えないとはどういうことか」を
考えながら身近にある点字について
学ぶとともに、点字板を用いて点字
を打つ体験をします。
◎�事前に打ち合わせが必要となりま
すので、実施希望日の２カ月前ま
でにお問い合わせください。

逢�中央区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センター

　☎（３２０６）０５６０
　FAX（３２０６）０６０１
絢vc@shakyo-chuo-city.jp

税
給与所得者が年の途中で退職
した場合の特別区民税・都民
税の納付方法
　次のいずれかの方法で特別区民
税・都民税を納めてください。
・�退職時に特別徴収により、まとめ
て納める

・�普通徴収により納める
・�転職した場合で、転職先の会社の
給与から引き続き特別徴収により
納める

◎�退職した場合は、特別徴収義務者
（給与支払者）から異動届出書の提
出が必要です。

逢�税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
　〒104-8404
　築地1－1－1中央区役所
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

　�次の方は検診ができませんので、
ご注意ください。
・�妊娠中または妊娠している可能性
がある方
・�授乳中または断乳後、半年未満の
方
・�乳がんで治療中または経過観察中
の方
・�豊胸手術をした方
・�腰痛などのため、立って体を反ら
すことが難しい方
　�次の方は問診・視触診の結果によ
っては、マンモグラフィ検査がで
きない場合があります。
・�乳腺のはりが強い方
・�心臓ペースメーカーを使用してい

る方
・�マンモグラフィ検査ができないと
医師が判断した方

　�次の方は、検診ではなく医療機関
での診療をお勧めします。

・�乳腺の病気がある方
・�しこりや乳頭分泌など、いつもと
違う症状がある方

　閉経前の方が検診を受ける時は、
月経が終わって１週間程度の時期に
検査を受けると、検査時の圧迫によ
る痛みが緩和されます。
◎�乳がん検診は区内医療機関でも実
施しています。

逢�福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５３９７
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令和２年（2020年）6月1日（月曜日） No.１４３１区のおしらせ 6 月 1 日号

(7)テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）、J：ＣＯＭ東京のケーブルテレビ111チャンネル（毎日
PM0：15・PM8：15）で放送しています。

特別区民税・都民税の減免・
猶予申請
　生活保護を受けているときなどは
減免の制度があります。
　また、新型コロナウイルス感染症
の影響で納税が困難な方には、徴収
猶予の特例制度があります。
◎ 申請期限などがありますので、詳

しくはお問い合わせください。
逢・減免申請について
　税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０
・ 徴収猶予の特例制度について
　税務課整理係
　☎（３５４６）５２７９

特別区民税・都民税（普通徴
収分）第１期分の納期など
　特別区民税・都民税（普通徴収分）
の納税通知書および納付書を６月10
日（水）に郵送します。
　第１期分の納期限は、６月30日

（火）です。
　金融機関、郵便局、コンビニエン
スストア・モバイルレジ（納付書に
記載された額が300,000円以下のバ
ーコードのあるもの）または区役所
２階税務課、日本橋・月島特別出張
所で納めてください。
　なお、モバイルレジについては、
携帯電話による利用は終了しました。
スマートフォンをご利用ください。
　また、確定申告期限が延長された
影響により、確定申告書を提出され
ていても、申告の内容が反映されて
いない場合があります。
逢�税務課収納係
　☎（３５４６）５２７６
中央都税事務所からのお知らせ
６月は固定資産税・都市計画
税第１期分の納期
　納税通知書は、６月１日（月）に発
送します。お近くの金融機関、コン
ビニエンスストアなどで６月30日

（火）までに納めてください。
　納税には、安心で便利な口座振替
が利用できます。
　また金融機関・郵便局のペイジー
対応のＡＴＭ、インターネットバン
キングやモバイルバンキングでも納
付できます。
逢�中央都税事務所
　☎（３５５３）２１５１
・�口座振替の申し込み方法などにつ

いて
　都主税局徴収部納税推進課
　☎（３２５２）０９５５

国保・年金手帳

交通事故で国民健康保険を
使うときには必ず届け出を
　交通事故や傷害事件など、第三者

（加害者）から受けたけがの治療費は、
原則として加害者が負担すべきもの
です。
　しかし、加害者がすぐに治療費を
払えないなど、やむを得ない場合は、
区に届け出（第三者行為による傷病
届）を行うと国民健康保険証を使っ
て治療を受けることができます。
　国民健康保険証を使ったときは、
治療費から一部負担金を除いた額を、

国民健康保険が加害者の代わりに医
療機関などへ立て替えて支払い、後
日加害者に立て替えた分を請求しま
す。
　なお、次のようなときは、国民健
康保険証は使えません。
・�加害者から既に治療費を受け取っ

た、または示談を済ませたとき
・�業務中や通勤中の事故のとき
・�被害者が、飲酒運転や無免許運転

などの違法行為をしていたとき
逢�保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

後期高齢者医療制度加入者へ
のジェネリック医薬品差額通
知の送付
　この通知は、処方された先発医薬
品をジェネリック医薬品に切り替え
た場合の薬代が軽減される見込み額
をお知らせするものです。ジェネリ
ック医薬品を使うことで、医療の質
を落とすことなく、皆さんの薬代の
負担を軽くするとともに、後期高齢
者医療広域連合が負担する医療給付
費も低く抑えることができます。皆
さんのご理解・ご協力をお願いします。
亜�・主に生活習慣病などの医薬品が

処方されている方
・�薬代が一定額以上軽減されると見

込まれる方
◎�この通知は７月以降に送付します。
◎�通知の受け取り後に特に手続きは

必要ありません。
◎�ジェネリック医薬品を使うときは、

医師や薬剤師にご相談ください。
逢�保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６１

国民健康保険料は
納期限までに納付を
　国民健康保険は、病気やけがをし
たときに、安心して医療機関にかか
れるように、加入者が日頃から収入
に応じて保険料を出し合い、医療費
に充てる「相互扶助」の制度です。皆
さんが納める保険料と、国や都から
の補助金などによって医療費の支払
いなどの事業を行います。必ず納期
限内に納めましょう。
　納付期限を過ぎても納付がない方
には督促状をお送りしています。
　その後、災害などの特別な理由も
なく一定期間が経過しても納付がな
い場合、法律に基づき滞納のある方
の預貯金、生命保険、不動産などの
財産を調査し、差し押えなどの滞納
処分を行う場合があります。
　また、保険料の納付が困難な場合
は、そのままにしないで早めにご相
談ください。
逢�保険年金課収納係
　☎（３５４６）５３６５

国民年金の年金額について
　令和２年４月分（６月15日支払分）
からの年金額は、法律の規定により、
令和元年度から0.2％の増額となり
ます。
　６月15日（月）の支払いに向けて、
６月３日（水）から、順次日本年金機
構から通知書を送付します。
逢中央年金事務所お客様相談室
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　 （代表電話から音声案内で１番を

選択後、２番を選択）

その他
中央区介護人材確保支援事業
亜�区内介護サービス事業所での就労

を希望する方（区内在住者に限り
ません）
阿�・介護職員初任者研修（15日程度。

受講場所はご自身の通いやすい場
所を選ぶことができます）

・�職場見学・職場体験
・�キャリアカウンセリング
・�区内介護サービス事業所とのマッ

チング（お一人お一人の希望に合
った事業所を紹介します。面接の
支援も行います）

・�就業後の定着支援
◎�本事業は、区が㈱シグマスタッフ

に事業委託をして実施します。
愛�12人
［選考方法］書類選考および面談があ

ります。
挨�無料
姶�㈱シグマスタッフへ電話で申し込

む。
◎�申し込みは随時受け付けています。
逢�・中央区介護人材確保支援事業へ

の参加について
　㈱シグマスタッフ
　☎（６８０６）１２１１
・�中央区介護人材確保支援事業につ

いて
　介護保険課指導担当
　☎（３５４６）５７４９

暴走族追放強化期間
６月１日（月）～30日（火）
～暴走族の追放は、まず家庭から・
そして地域から～

　これからの時期、都内では暴走族
の活動が活発になり、道路交通秩序
や周辺住民の生活環境に大きな影響
を及ぼします。
　区では、都・警視庁をはじめ教育
委員会や区内４警察署などの関係機
関・団体と連携し、暴走族の不法行
為の防止や青少年の健全育成、二輪
車などの交通事故防止を図ることを
目的に、「暴走族追放強化期間」を設
けて、区民の皆さんとともに暴走族
追放の活動を推進します。
［推進重点］
・�暴走族追放に向けた気運の醸成と

環境づくり
・�暴走族および車両の不法改造業者

に対する指導･取り締りの強化
・�暴走族への加入阻止と暴走族から

の離脱・立ち直り支援対策
・�暴走行為追放の呼び掛けを通じた

交通安全意識の向上
・�青少年への声掛け・対話を通じた

健全育成および非行防止活動
逢�環境政策課交通対策係
　☎（３５４６）５４４３

夏季期間における
児童館会計年度任用職員
（保育補助）の募集
［勤務期間］７月13日（月）～８月23日

（日）
［勤務時間］①午前９時～午後５時15

分②午前９時～午後１時③午前11
時15分～午後５時15分

［勤務場所］築地児童館、浜町児童館、
月島児童館

［応募資格］18歳以上の方（高校生不
可・①および②は保育士資格の有
無は不問、③は保育士資格取得者）

［募集人数］８人程度
［賃金］①日額8,616円②日額5,370円
③日額7,130円

◎�交通費は別途支給します。
姶�６月12日（金）までに写真付きの履

歴書を持参または郵送する。
◎ 履歴書の備考欄には勤務期間中の

勤務可能な日を記入してください。
［採用結果］面接の上、７月初旬ごろ

までに連絡します。
逢�〒104－0054
　中央区勝どき１－４－１
　子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３

保育園の夏季期間における
会計年度任用職員
（保育所支援員）の募集
［勤務期間］８月上旬ごろ～９月上旬

ごろまで
◎ ７月中の勤務もできます。勤務開

始時期は相談してください。
［勤務時間］午前８時45分～午後５時

（休憩１時間）
［応募資格］18歳以上の方（高校生不

可・保育士資格の有無は不問）
［募集人数］20人程度
［賃金］日額8,616円（交通費別途支給）
姶�写真付きの履歴書を区役所６階子

育て支援課に持参または郵送する。
募集人員に達するまで募集します

（おおむね７月中旬ごろまで）。
◎ 履歴書の備考欄には勤務期間中の

勤務可能な日を記入してください。
［採用結果］随時面接を行い、決定し

ます。
逢�〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　子育て支援課公立保育園係
　☎（３５４６）５３４４

教科書の展示
～意見をお聞かせください～

　今年度は、令和３年度から使用す
る中学校教科書を採択する年度です。
教育委員会では、中学校教科書の見
本を展示し、区民の方の意見も参考
にしていますので所定の用紙により
意見をお寄せください。
［展示期間］６月１日（月）～７月２日

（木）（土・日曜日を除く）
　午前９時～午後５時
娃�教育センター４階「教科書センタ

ー」
逢�指導室教職員係
　☎（３５４６）５５３４
　教育センター
　☎（３５４５）９２０１

６月は
外国人労働者問題啓発月間
　外国人労働者の雇用管理の改善は
事業主の努力義務です。
　また、外国人労働者の雇い入れ・
離職の際には、その氏名、在留資格
などについて、管轄のハローワーク
へ届け出る必要があります。
　詳しくはお問い合わせください。
逢�飯田橋公共職業安定所事業所第二

部門
　☎（３８１２）８６０９
　（部門コード３２＃）
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(8) 「区のおしらせ　ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一
部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東
銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。

令和２年（2020年）6月1日（月曜日） No.１４３１区のおしらせ 6 月 1 日号

　観光協会では、令和元年度「観光
写真コンクール」入賞作品の中から
厳選した５点を「オリジナルポスト
カード」にして、１枚50円（税別）で

販売します。
　また、中央区に転入の手続きをさ
れた方には、１セット（５枚入り・
広告付き）を区役所、日本橋・月島

　男性と女性が、家庭で、学校で、
職場で、地域で、それぞれの個性と能
力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するためには、行政だけでな
く、区民の皆さん一人一人の理解と
取り組みが必要です。私たちのまわ
りの男女のパートナーシップについ
て、この機会に考えてみませんか。
男女共同参画を推進する区の施策
　区では、男女一人一人の人権と個
性が尊重され、みんなが能力を発揮
できる地域社会の実現を目指して、
「中央区男女共同参画行動計画2018」
を平成30年３月に策定しました。

　この計画に基づき講座・講演会な
どの開催や中央区男女共同参画ニュ
ース「Bouquet（ブーケ）」の発行、
女性相談事業、男女共同参画を推進
する団体への支援をはじめ、ワー
ク・ライフ・バランス推進企業認定
事業などを行っています。
◎�「中央区男女共同参画行動計画
2018」は、女性センターや区のホ
ームぺージでご覧いただけます。
逢総務課女性施策推進係
　☎（５５４３）０６５１
茜�女性センター「ブーケ21」
　http://bouquet21.genki365.net/

　障害者虐待の未然防止、早期発見、
迅速な対応、その後の切れ目ない支
援を行うため、虐待通報・相談窓口

を設けています（別表参照）。介護者
の急な病気など、緊急時の短期入所
についてもご相談ください。

別表
窓　口 受付日時 電話番号

障害者福祉課
相談支援係

月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
☎（3546）5634◎�電話による通報・緊急時の連絡は夜間、

土・日曜日、祝日も受け付けます。
福祉センター

（基幹相談支援センター）

月～金曜日

午前9時～午後6時 ☎（6264）3957

中央区保健所健康推進課
（保健担当）

午前8時30分～午後5時15分

☎（3541）5963

日本橋保健センター
（保健担当） ☎（3661）5071

月島保健センター
（保健担当） ☎（5560）0765

６月23日(火) ～29日(月)は
「男女共同参画週間」

▲トワイライト ▲華やかな街▲春うららの隅田川

「オリジナルポストカード」
新作の販売

障害者の
虐待通報・相談窓口

食育で食べる力を育もう
　「食育」とは、さま
ざまな経験を通じて、
「食」に関する知識と、
バランスの良い「食」

を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践
できる力を育むことです。食べることは生涯に
わたって続く基本的な営みなので、子どもはも
ちろん、大人になっても食育を通じて、「食べる
力」を育むことは重要です。毎年6月の食育月間
では、国、地方公共団体、関係団体などが協力
して、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施
し、食育の一層の浸透を図ることとしています。

　区では、食育月間に日常生活の基盤である家
庭において、家族一緒に楽しく食べる“共食（き
ょうしょく＝誰かと食事を共にすること）”の推
進を図るため、共食推進運動を重点的に実施し
ています。共食は、食育の原点であり、子ども
への食育を推進する大切な時間と場になります。
この機会に、日頃の食生活を見直したり、家族
そろって楽しく
食卓を囲むなど、
できることから
食育を始めてみ
ませんか。

区のホームページの「食育ガイド」で食育情報やレシピを紹介しています。
逢中央区保健所健康推進課栄養担当　☎（３５４１）４２６０

食について学べる機会となる～日本の食文化を親から子へ～

そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。
ワクワク・ライフ・バランス

　中央区町会連合会では、新型コロナウイルス
感染症の影響の中、区民の皆さんに少しでも希
望を感じていただきたく「上を向いて歩こう」プ
ロジェクトを開始しています。
　このプロジェクトでは、区民の皆さんが所属
する町会・自治会名とともに投稿していただい
た「上を向いて歩こう」の歌唱や笑顔の画像をま
とめた動画を作成してYouTubeで公開します。
対　象
　区内在住・在勤・在学者
費　用
　無料（通信費は自己負担）
投稿方法
　６月17日(水)までに、中央区町会連合会の
LINEアカウント（ID：＠748cmaiv）に、所属
する町会・自治会名とともに歌唱している動画
や笑顔の画像を投稿する。
◎投稿しても採用されない場合があります。
◎�投稿のための不要不急の外出や集合は控えて
ください。

◎�投稿時は中央区町会・自治会ネットの注意事
項を必ず確認してください。

逢�中央区町会連合会事務局（地域振興課コミュ
ニティ支援係内）

　☎（３５４６）５３３７

特別出張所の窓口で７月１日（水）か
ら無償配布します。
　いずれも中央区の素晴らしい風景
ですのでぜひご利用ください。
販売開始日
　６月１日（月）
販売場所
・�中央区観光協会（銀座１－25－３
京橋プラザ３階）
・�中央区観光情報センター（京橋２

－２－１京橋エドグラン内地下１
階）

作品名
・トワイライト
・春うららの隅田川
・華やかな街
・宵の交差点
・小春日和
逢中央区観光協会
　☎（６２２８）７９０７

◀中央区町会・
　自治会ネット

◀中央区町会連合会
　LINE公式アカウント

「上を向いて歩こう」
プロジェクト
動画・画像募集中

6月は食育月間

中央区食育野菜キャラクター
トマトサン ピーマンゴー にんじんマル

共食の
良いところ

行事 旬 作り方 マナー
いただきます

ごちそうさまでした

和食の配膳の基本
「一汁三菜」

副菜 主菜

主食 汁物
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